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砺波市学校給食センタ－調理等業務委託事業者の募集について 

　　　　　砺波市学校給食センター 

１　趣旨 

　　　砺波市学校給食センタ－の学校給食調理等業務委託について、安心安全で短時間に大

量の調理が実施できるように、人員配置やサポ－ト・研修体制など企業の企画力を生か

した提案を受け、令和 7年 4月以降の業務を円滑に進めるため、委託業者を公募型プロ

ポ－ザル方式により選定いたします。 

 

２　委託期間 

　　令和 7年 4月 1日から令和 12 年 3 月 31 日までの 5年間 

 

３　プロポ－ザル方式参加の資格要件として、次の各号のすべてに該当すること。 
（１） 県内の特定給食施設＊1 又は県内の学校給食調理業務の実績を有していること。 

（２） 富山県内に本店・支店または営業所等を設置していること。 

（３） 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に該当する者でない

こと。 

（４） 砺波市競争入札参加資格者名簿＊2 に登載された者であること。 

（５） 砺波市競争入札参加有資格者指名停止要領に基づく指名停止期間中でないこと。 

（６） 学校給食法の目的に沿い、学校給食が教育の一環であることを認識し、児童及び生

徒のために安全でおいしい学校給食が調理できる法人であること。 

（７） 万一の事故発生に備えて、損害賠償を確実に担保できること。 

（８） 過去 5年以内に食中毒などの事故を起こしたことがないこと。 

（但し、事故を起こした場合でも、事故後の対応や改善策が適正になされたことを 
確認できた場合を除く） 

（９） 国税等の滞納が無いこと。 

 
＊1　特定給食施設　健康増進法施行規則第 5条 
　　継続的に 1回 100 食以上又は 1日 250 食以上の食事を供給する施設 

 
 

＊2　本要領公告時に、砺波市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で、本業務

委託の提案に参加を希望する者は、砺波市物品購入等入札参加資格審査申請書を令和 6

年 10 月 3日（木）の業者説明会までに、下記へ持参すること。 

申請書類は、砺波市財政課で交付する。 

〒　939-1398 

富山県砺波市栄町 7番 3号 

砺波市役所　財政課管財係　TEL 0763-33-1111　内線 345 
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４　砺波市学校給食センタ－の概要 

（１）所在地　　　砺波市坪内１３１番地１ 

（２）施　設　　　構造　鉄骨造一部 2階建　　敷地面積　３，２０５.５㎡　　　　　　　 

面積　１階　1,482 ㎡　　（調理室・事務室等） 

　　　　　　　　　　　　２階　 257 ㎡　　 （研修室・休憩室等） 

　　　　　　　　　 

（３）厨房方式　　ドライシステム方式 

（４）業務開始　　平成 15 年 9 月より 

（５）使用食器　　強化磁器食器 

（６）調理日数　　年間約 200 日 

（７）調理数　　　小学校８校中学校４校　計１２施設　最大 4,000 食　　　 

（８）給食の配送　受配校（園）を５台のトラックで配送（別途委託） 

 

５　委託業務の内容 

（１） 調理業務（物品検収・調理下処理・調理） 

（２） 配缶及び積み込み等（センタ－から学校への配送は別途委託） 

（３） 食器や食缶、コンテナ等の洗浄･消毒･保管及び日常点検 

（４） 調理施設、設備の清掃・消毒及び日常点検 

（５） 残菜及び厨芥の処理 

（６） ボイラ－等の日常運転及び日常点検整備 

（７） アレルギー食の調理 

（８） 食育活動への協力 

（９） センタ－の敷地・施設の清掃等の日常管理作業 

（10）  その他、上記に付帯する必要な業務 

 

６　事業者募集及び日程について 

（１） 募集の公表　　　　令和 6年 9月 27 日（金） 

（２） 説明会　　　　　　令和 6年 10 月 3日（木）午後 3時　＊ 

（３） 仕様書等の配布　　令和 6年 10 月 3日（木）～10月 11 日（金）＊ 

（４） 質問の受付　　　　令和 6年 10 月 3日（木）～10月 7 日（月）＊ 

（５） 質問の回答　　　　令和 6年 10 月 10 日（木） 

（６） 申請書類の受付　　令和 6年 10 月 15 日（火）～10月 18 日（金）＊　 

（７） 選考委員会の開催　令和 6年 10 月下旬（砺波市役所）　 

（８） 審査結果の通知　　令和 6年 11 月上旬 

（９） 委託契約締結　　　令和 6年 12 月下旬 

（10）  業務開始　　　　　令和 7 年　4月 1日（火）～ 

＊ 会場　砺波市学校給食センター 
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７　選定の方法 

業者選考委員会において提案に関する事項についてヒアリングを実施し、総合的に審

査した上で、委託業者を決定します。 
 

８　通知 

       選考委員会の結果は、速やかにプロポーザル申請書提出者宛に文書で通知いたします。 
 

９　契約 

契約の締結にあたっては、調理日数、給食数、学級数など、変更になることがあるの

で委託契約書、仕様書、作成基準等は、決定業者と別途協議いたします。契約書の締結

は、議会の議決後の令和 6年 12 月下旬頃となります。なお、令和 7年 3月 31 日以前の

準備などに必要な経費の負担はいたしません。 

 

１０　問い合せ及び提出先　　 

砺波市学校給食センター　　　担当　　津田 

　　　 〒939-1384　富山県砺波市坪内131番地1  TEL  0763-32-3561 / FAX　0763-32-1518 

問い合わせ　平日：午前 9時 00 分～午後 4時 00 分 

　　　　　 

        　　　


